
電子メールアドレスのご利用について 
 

内閣府行政改革推進本部事務局よりテレワークの推進や業務効率化を図る観点か

ら、行政手続きにおけるＦＡＸの利用廃止について依頼があったところです。 

 ハローワーク鳥取としましても、可能な範囲で、ＦＡＸを電子メールに置き換えて

いくよう取り組むこととしました。 

 

 事業所の皆様には、大変ご不便をおかけする場合もあるかと存じますが、ＦＡＸが

設置していない場所から通信できることによる利便性の向上と、担当者から担当者に

直接資料等を送信できることによる情報管理の安全性の面からも電子メールへの置

き換えに、ご理解をくださいますようお願いします。 

 

 お手数ですが、ハローワークに資料等を提出される場合、下記のメールアドレスを

ご利用ください。 

 なお、電子メールの使用が困難な場合、これまでどおりＦＡＸで送信くださいます

ようお願いします。 

 

 

【雇用保険適用窓口、事業所援助窓口】追加資料の提出等 

  torihw-tekiyou@mhlw.go.jp 
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